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電力不足に対する政府の方針を受け、国土交通省北陸地方整備局では、

新潟県内で管理している照明灯について、トンネルや交差点部を除き、道路

照明灯の半数程度を消灯してきておりますが、石川県内でも本日１８日（金）

夕方より順次消灯します。

減灯（消灯）箇所においては、夜間の視認性が低下しますので、早めにライト

点灯を行い、注意して走行ください。

今後、状況に応じて消灯箇所が変わる場合も有りますので、あらかじめご了

承願います。

道路利用者の皆様にはご不便をお掛けすることとなりますが、ご理解とご協

力をお願いいたします。

実施箇所：金沢河川国道事務所管内

国道８号、１５７号、１５９号の道路照明

※８号については、コスト縮減等の取り組みで既に

一部実施中の箇所有

実施期間：３月１８日（金）から当面の間

※作業は準備出来次第順次実施する予定



【 参 考 】

○北陸電力の省エネルギー協力を積極的に応援するため石川県内でも消灯
を推進。

○金沢河川国道事務所管内（管理延長：約１８７ｋｍ）における道路照明は約
５，０００基。

○トンネルや交差点部、横断歩道など、消灯した場合に安全上支障があると
懸念される灯数は約４，０００基。

○結果、対象箇所１，０００基のうち、１０％に当たる約１００基（小松バイパス、
山側環状道路など）を消灯予定。
これにより、約２５ｋｗ（キロワット）の 節電効果あり。

○既にコスト縮減等により、国道８号等で４３基消灯しており、１８日（金）より
順次上記対策を実施して行く。


